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緊急時演習（総合訓練）結果報告の概要 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものである。 

なお、今回は、緊急時対応訓練中期計画に基づき、従来の訓練において想定した地震・津

波を起因とする事象に限定せず、多様かつ難度を高めたシナリオとした。 

訓練の主たる目的は以下の３点とし、また、第三者の視点から本訓練の内容について評価

を行うことで、原子力災害への対応の実効性向上を図ることとした。 

 

（１）発電所、本店および原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「ＥＲＣ」という。）間に

おいてプラントの状況把握および情報連絡を適切に実施する。 

（２）複数の統括者を配置することで、発電所対策本部長へ情報が集中することによる負担の軽

減を図る。また、円滑な通報連絡および事故収束に向けた戦略立案等の体制強化を図る。 

（３）ＥＲＣ広報班と本店対策本部の連携を図るとともに、模擬記者会見を行う。 

 

２．実施日時および対象施設 

 (１)実施日時 

平成２８年３月２３日（水）９：００～１２：００ 

 

(２)対象施設 

東通原子力発電所 １号機 

 

３．実施体制、評価体制および実施人数 

（１）実施体制 
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（２）評価体制 

「６．防災訓練の内容」について、訓練参加者以外の評価者および外部有識者による第

三者の視点から、手順の検証や対応の実効性等を評価し、改善点の抽出を行う。 

 

（３）実施人数：４３４名 

〈内訳〉 

 プレーヤー（訓練参加者）：３９５名 

東通原子力発電所：１２８名（社員：１１０名、構内協力企業：１８名） 

本店（各支店および東京支社を含む）：２６７名 

・ コントローラー（訓練進行管理者）、評価者：３９名 

東通原子力発電所：１４名 

本店（各支店および東京支社を含む）：２２名 

外部有識者：３名 

 

４．原子力災害想定の概要 

定格電気出力運転中、外部電源が喪失し、その後、取水機能が喪失することにより非常用

ディーゼル発電機等も機能喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）

第１０条特定事象および第１５条事象に至る原子力災害を想定する。詳細は以下のとおり。 

 

（１）１号機は定格電気出力運転中のところ、平成２８年３月２２日（訓練前日）からの発達し

た低気圧の影響で、送電線事故が発生し外部電源が喪失する。外部電源喪失に伴い所内単

独へ移行するが、発電機逆電力リレーの誤動作により原子炉が停止する。また、常用電源

が喪失し原子炉給水系が停止する（警戒事象の「原子炉給水機能の喪失」に該当）。 

（２）外部電源が全喪失し、非常用ディーゼル発電機が自動起動する。 

（３）取水機能の喪失に伴い非常用ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流電源が喪失する。ま

た、原子炉から残留熱を除去する機能が喪失したことから原災法第１０条特定事象の「残

留熱除去機能の喪失」に至る。 

（４）全交流電源を喪失したことから、大容量電源による電源確保、代替注水車による代替注水

作業等の緊急安全対策を開始する。 

（５）全交流電源を喪失した状態が５分間以上継続したことにより、原災法第１０条特定事象の

「全交流電源の５分以上喪失」に至る。 

（６）全交流電源を喪失した状態が３０分以上継続したことにより、原災法第１５条事象の「全

交流電源の３０分以上喪失」に至る。 

（７）原子炉格納容器内圧力が規定値を超過したことから、警戒事象の「単一障壁の喪失または

喪失可能性」に至る。 

（８）原子炉隔離時冷却系の故障停止により、原災法第１０条特定事象の「原子炉注水機能喪失

のおそれ」、原災法第１５条事象の「原子炉注水機能の喪失」に至る。 

（９）全注水機能の喪失により原子炉水位が低下し、燃料有効頂部に到達したことで原災法第  

１０条特定事象の「２つの障壁の喪失または喪失可能性」に至る。 
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（１０）燃料有効頂部に到達後、さらに水位は低下し、炉心溶融を示す放射線量が検出されたこ

とで原災法第１５条事象の「炉心損傷の検出」に至る。 

（１１）モニタリングポスト（ＭＰ－６）に異常を示す警報が発生したため、可搬式モニタリン

グポストによる測定を行う。その後、異常を示したモニタリングポストの指示値が変動し、

原災法第１０条特定事象の「敷地境界付近の放射線量の上昇」に至る値となるが、可搬式

モニタリングポストの指示値に変動がないこと等により、モニタリングポスト（ＭＰ-６）

の指示値の変動は原災法第１０条特定事象に該当しない旨を判断し、原子力規制委員会へ

連絡する。 

（１２）中央制御室の一部の制御盤の警報表示灯が全消灯し、原災法第１０条特定事象の「中央

制御室の一部機能喪失・警報喪失（通常装備での運転員操作不可または制御盤１系統のみ

運転・監視可）」に至る。 

（１３）その後、大容量電源装置からの給電、復水補給水系の復旧により、原子炉への注水を行

う。 

 

５．防災訓練の項目 

緊急時演習（総合訓練） 

 

６．防災訓練の内容 

（１）訓練方法 

訓練参加者へ訓練シナリオを事前に通知しない「シナリオ非提示型」により実施した。 

東通原子力発電所原子力技術訓練センター（ＡＴＣ）の訓練シミュレータと連動させ、

プラント状況等については、訓練シミュレータより得られた情報を訓練参加者へ付与した。 

また、その他の状況等については、訓練参加者への資料配付あるいは電話連絡により付

与した。 

なお、緊急時安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を通じ、発電所対策本部および

本店対策本部において訓練シミュレータのプラント情報を迅速に共有することで、事故収

束に向けた戦略の立案等に活用した。 

 

（２）訓練項目 

  【東通原子力発電所】 

a. 発電所対策本部の運営訓練 

b. 通報連絡訓練 

c. アクシデントマネジメント 

d. 訓練電源機能等喪失時対応訓練 

e. モニタリング訓練 

f. 緊急時対策要員の動員訓練 

g. 発電所設備の応急・復旧対策訓練 

h. 避難誘導訓練 

i. その他必要と認められる訓練 
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  【本店】 

a. 発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

b. 国（オンサイト）－事業者間の情報連携訓練 

c. プレス対応訓練 

d. 事業者間協力協定対応訓練 

e. 災害対策支援拠点対応訓練 

 

７．訓練結果の概要 

【東通原子力発電所】 

（１）発電所対策本部の運営訓練 

a. 緊急体制の発令、発電所対策本部内の指揮命令を確実に実施した。 

b. 発電所対策本部が発電所の事態収束、復旧対応に専念できるよう、添付資料１「情報連絡

相関図」のとおり、本店、発電所それぞれに情報連絡担当を配置することにより、本店と

発電所との連携を図った。 

c. 発電所対策本部の本部長を効果的にサポートする観点から、添付資料２「統括者配置によ

る通報連絡および戦略立案の強化」のとおり、発電所対策本部に各統括者を配置すること

により、情報共有および戦略判断を効率的に実施した。 

 

（２）通報連絡訓練 

a. 警戒事象、原災法第１０条特定事象および第１５条事象発生に伴う関係個所への通報連絡

を平日日中時間帯の体制で実施した。 

b. 社外関係機関への通報連絡は模擬とし、通報文の作成および通報連絡先の確認を実施した。 

c. 統合原子力防災ネットワークにより、発電所対策本部、原子力施設事態即応センターおよ

びＥＲＣとテレビ会議接続を実施した。 

d. ＥＲＣへの通報連絡およびＦＡＸ受信確認を実施した。 

 

（３）アクシデントマネジメント訓練 

アクシデントマネジメントガイド（手順書）を活用し、炉心損傷後の対策検討を実施した。 

 

（４）電源機能等喪失時対応訓練 

全交流電源喪失を踏まえた緊急安全対策について、以下のとおり緊急時対策要員による

訓練を実施した。なお、訓練において実施する各手順の内容によって発電所の機器へ直接

影響が生じる場合、その手順は模擬とし、現場での動作確認または机上での確認を実施し

た。 

a. 大容量電源装置による電源確保 

大容量電源装置による電源確保のための起動操作を実施した。 

b. 代替注水車による原子炉への代替注水準備 

ろ過水タンクから原子炉への代替注水のため、代替注水車の配置およびホース敷設を実施

した。 
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c. 送水車による代替送水訓練 

非常用冷却海水系が使用不可となった場合を想定し、原子炉を除熱するための代替措置

（送水車）を用いて原子炉補機冷却系への送水を実施した（送水操作は模擬）。 

d. 道路啓開訓練 

降雪により燃料補給用タンクローリーのアクセスルートが走行不可能になったことを想

定し、ホイールローダによるルート確保を実施した。 

e. 燃料確保訓練 

大容量電源装置への燃料補給のため、タンクローリーの移動およびホース接続訓練を実施

した（燃料抽出は模擬）。 

 

（５）モニタリング訓練 

バックアップ電源のバッテリー切れによる構内モニタリングポストの停止を想定し、代替

手段（可搬型モニタリングポスト）による空気吸収線量率の測定を実施した。 

 

（６）緊急時対策要員の動員訓練 

情報班員による緊急時対策要員の召集および発電所対策本部への参集を実施した。 

 

（７）発電所設備の応急・復旧対策訓練 

故障した機器の復旧対策に関する計画立案を実施した。 

 

（８）避難誘導訓練 

原子力災害へ発展する可能性のある事態において、原子力災害対策活動に従事しない要員

の避難誘導を想定し、模擬要員（協力企業社員）に対し、社内情報放送装置等を用いた退

避指示および、指定場所、敷地外への避難誘導訓練を実施した。 

管理区域内からの避難に際して、体表面ゲートモニタおよび入退域管理装置のバイパス退

出誘導、放射線管理班員による身体汚染検査を実施した。 

 

（９）その他必要と認められる訓練 

a. 緊急時医療訓練 

退避者が集合場所から避難場所に移動する際に凍結路面で転倒負傷することを想定し、応

急処置および公設消防隊への搬送要請（模擬）を実施した。 

b. 広報活動訓練 

原子力災害時における報道資料確認等を実施した。 

c. 緊急事態支援組織対応訓練 

原子力緊急事態支援センターから提供を受けた現場偵察用ロボットを用いた操作訓練を

実施した（訓練進行とは切り離し、炉心損傷後の高放射線下を想定した環境下で実施）。 
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【本店】 

（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

発電所からの確実な情報収集、本店対策本部への分かりやすい情報提供を目的に、原子

力班の機能を整理し、添付資料１「情報連絡相関図」のとおり、専任窓口の設定や、情報

共有のための専用の様式（情報共有ツール）を活用するなど、原子力班を経由した本店と

発電所の情報連携を実施した。 

 

（２）国（オンサイト）－事業者間の情報連携訓練 

a. 本店対策本部が発電所災害対策支援等の活動を円滑にできるよう、添付資料１「情報連絡

相関図」のとおり、ＥＲＣに対して発電所の情報提供や質疑応答を行う専従要員を配置し

た。 

b. ＥＲＣとの情報連携のため、統合原子力防災ネットワークにより、発電所対策本部、原子

力施設事態即応センターおよびＥＲＣ間のテレビ会議を接続した。 

 

（３）プレス対応訓練 

ＥＲＣ広報班と本店対策本部が連携し、プレス内容・プレスタイミングの調整および、模

擬記者会見を実施した。 

 

（４）事業者間協力協定対応訓練 

a. 幹事会社である日本原燃株式会社に対し、原子力事業者間協力協定に基づく協力要請を実

施した。 

b. 原子力緊急事態支援センターに対し、原子力緊急事態支援組織の共同運営に関する協定に

基づく協力要請を実施した。 

 

（５）災害対策支援拠点対応訓練 

a. 災害対策支援拠点（尾駮変電所）に仮設テント、可搬型発電機および可搬型衛星通信設備

等を設置した。 

b. 可搬型衛星通信設備設置後、本店との通信確認を実施した。 

 

８．訓練の評価 

今回は、発達した低気圧に伴う豪雪（大雪特別警報）による除雪対応、発電所へのアクセ

ス道路の通行不可、誤った情報の状況付与、これまで実施していない緊急時活動レベル（Ｅ

ＡＬ）事象の発生等、多様かつ難度を高めた訓練シナリオによる訓練を実施したが、こうし

たシナリオにおいても、発電所対策本部および本店対策本部等が連携し、適切に対応するこ

とができた。 

また、「１．訓練の目的」に記載した３項目についての評価結果は以下のとおり。 
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（１）発電所、本店およびＥＲＣ間において、プラントの状況把握および情報連絡を適切に実施

する。 

【評価】 

発電所状況および対応戦略について、情報共有ツールの活用および情報連携体制・書画カ

メラなどの情報共有機器を活用すること（添付資料１）により、迅速なプラント状況把握、

適時適切な情報発信および発電所支援を行うことができた。 

また、本店対策本部においては、以下の取り組みを実施した結果、注水機能停止、炉心損

傷等の重大な局面時において、いつまでにどのような対応をすべきか整理し、その対応状況

を把握した状況で発電所支援に関する方針決定ができた。 

・ 発電所支援に関する方針決定に必要な情報を整理 

・ 整理した情報を様式に取り纏め、本店対策本部内に表示 

・ 本様式を用いて方針決定を議論 

一方、発電所対策本部においては、原子炉注水手段の優先順位を判断するにあたって必要

な、注水対応の進捗状況に係る情報が錯綜した。 

そのため、プラント状況等が変化する中での発電所対策本部内の情報整理について、改善

が必要との意見が出た。 

 

（２）複数の統括者を配置することで、発電所対策本部長へ情報が集中することによる負担の軽

減を図る。また、円滑な通報連絡および事故収束に向けた戦略立案等の体制強化を図る。 

【評価】 

発電所対策本部に複数の統括者を配置することで（添付資料２）、発電所対策本部長へ情

報が集中することによる負担の軽減を図ることができた。また、情報共有および戦略判断を

効率的に実施することができた。 

特に、復旧計画統括および復旧実動統括においては、各班から必要な要員を配置すること

により、復旧状況を適切に把握し、事象の進展を予測した戦略の検討および発電所対策本部

への提案を実施することができた。 

一方、復旧計画統括の出す原子炉注水手段の優先順位と復旧実動統括の出す優先順位が一

時異なる場面があった。このため、復旧計画統括が戦略を立案する際、復旧実動部隊の作業

実績や終了見込み時間の変更等について情報共有されるよう、改善が必要との意見も出た。 

 

（３）ＥＲＣ広報班と本店対策本部の連携を図るとともに、模擬記者会見を行う。 

【評価】 

ＥＲＣ広報班と本店対策本部が連携し、発電所状況を踏まえた模擬記者会見の対応方針の

決定や、プレス内容・プレスタイミングの調整を適時適切に行うことができた（詳細は添付

資料３）。 

 

９．昨年度の訓練時の改善点の反映状況 

昨年度の訓練において抽出された改善点に対する取り組み状況は、以下のとおり。 
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昨年度の訓練における改善点 今回の訓練への反映状況 

・発電所対策本部長（以下、「本部長」という。）

に指揮権限が集中していた。 

・本部長と原子力防災組織の各班長との間に統括

者（副所長クラス）を配置することにより、本

部長へ情報が集中することを防止し、本部長の

負担軽減が図れることを確認した。 

・また、統括者の指揮命令のもと、各班の情報伝

達・対応業務の円滑な実施も確認した。 

・発電所員の安否確認が行われていなかった。こ

のため、初動時に実施すべき事項をチェックシ

ート化し、業務の実施漏れなどの防止が図られ

ることを確認する。 

・各班とも、チェックシートを活用し、安否確認

等の業務実施漏れの防止を図っていることを

確認した。 

・初動時において対応すべき事項・対応要員をあ

らかじめ整理しておくことにより、迅速かつ円

滑な対応を実施していることを確認した。 

 

１０．今後に向けた改善点 

【東通原子力発電所】 

（１）情報が錯綜し、プラント状況等が変わっていくような状況であっても、発電所対策本部内

で情報を一旦整理した上で、事実確認と戦略の議論ができるよう、改善を図る。 

（２）復旧計画統括と復旧実動統括のコミュニケーションを円滑にするため、統括間で作業実績

や終了見込み時間の変更等の情報共有を行うという基本行動ルールを検討し、復旧の計画

と実動とが統括間で齟齬なく実施されるように改善を図る。 

 

【本店】 

（１）訓練シナリオの高度化に伴い、共有する情報量も多くなり、要員への書面による情報発信

の量および頻度が増加した。そのため、情報が錯綜する場面が見受けられたことから、書

面情報の活用方法について改善を図る。 

（２）今回は、要員や体制など環境が整っていることを前提に訓練を実施したが、今後、事象発

生を起点とした要員の参集や体制確保、会場の立上げ等についても、訓練の中で実効性を

高めていく。 

 

以上の改善点を踏まえ、今後も実効性のある訓練を計画的に実行していく。 

 

１１．添付資料 

添付資料１：情報連絡相関図 

添付資料２：統括者配置による通報連絡および戦略立案の強化 

添付資料３：プレス対応訓練の実施 

 

以 上  
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情報連絡相関図 

 

添付資料１ 
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統括者配置による通報連絡および戦略立案の強化

 

添付資料２ 
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プレス対応訓練の実施 

 

添付資料３ 
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